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市 税 条 例 及 び 都 市 計 画 税 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 （ 令 和 ６ 年 伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

 （ 市 税 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  市 税 条 例 （ 昭 和 ２ ９ 年 条 例 第 ３ １ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

  第 ３ ４ 条 の ６ 第 １ 項 第 ３ 号 イ 及 び 第 ５ ６ 条 中 「 第 ６ ４ 条 第 ４ 項 」

を 「 第 １ ５ ２ 条 第 ５ 項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 ４ 条 の ２ を 削 る 。  

附 則 第 １ ０ 条 の ２ 中 第 ２ ５ 項 を 第 ２ ７ 項 と し ， 第 ２ ２ 項 か ら 第  

２ ４ 項 ま で を ２ 項 ず つ 繰 り 下 げ ， 第 ２ １ 項 を 第 ２ ２ 項 と し ， 同 項  

の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２ ３  法 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ８ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、

２ 分 の １ と す る 。  

附 則 第 １ ０ 条 の ２ 中 第 ２ ０ 項 を 第 ２ １ 項 と し ， 第 １ ３ 項 か ら 第  

１ ９ 項 ま で を １ 項 ず つ 繰 り 下 げ ， 第 １ ２ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え  

る 。  

１ ３  法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ５ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 設 備 に つ い て 同

号 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 ７ 分 の ６ と す る 。  

 （ 都 市 計 画 税 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  都 市 計 画 税 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ ２ 年 条 例 第 ４ １ １ 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。     

  附 則 第 １ ９ 項 を 附 則 第 ２ ０ 項 と す る 。  

  附 則 第 １ ８ 項 中 「 附 則 第 ７ 項 及 び 第 ９ 項 」 を 「 附 則 第 ８ 項 及 び  

第 １ ０ 項 」 に ， 「 附 則 第 ７ 項 及 び 第 １ ０ 項 」 を 「 附 則 第 ８ 項 及 び  

第 １ １ 項 」 に ， 「 附 則 第 ８ 項 ， 第 １ ０ 項 及 び 第 １ １ 項 」 を 「 附 則  

第 ９ 項 ， 第 １ １ 項 及 び 第 １ ２ 項 」 に ， 「 附 則 第 １ ０ 項 ， 第 １ １ 項  

及 び 第 １ ３ 項 」 を 「 附 則 第 １ １ 項 ， 第 １ ２ 項 及 び 第 １ ４ 項 」 に ，

「 附 則 第 １ ３ 項 」 を 「 附 則 第 １ ４ 項 」 に ， 「 附 則 第 １ ４ 項 か ら 第  

１ ６ 項 ま で 」 を 「 附 則 第 １ ５ 項 か ら 第 １ ７ 項 ま で 」 に ， 「 附 則 第  

１ ５ 項 」 を 「 附 則 第 １ ６ 項 」 に 改 め ， 同 項 を 附 則 第 １ ９ 項 と す る 。  
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附 則 第 １ ７ 項 を 第 １ ８ 項 と し ， 附 則 第 １ ２ 項 か ら 第 １ ６ 項 ま で  

を １ 項 ず つ 繰 り 下 げ る 。  

附 則 第 １ １ 項 中 「 附 則 第 ７ 項 」 を 「 附 則 第 ８ 項 」 に 改 め ， 同 項

を 附 則 第 １ ２ 項 と す る 。  

附 則 第 １ ０ 項 中 「 附 則 第 ７ 項 」 を 「 附 則 第 ８ 項 」 に 改 め ， 同 項

を 附 則 第 １ １ 項 と す る 。  

附 則 第 ９ 項 中 「 附 則 第 ７ 項 」 を 「 附 則 第 ８ 項 」 に 改 め ， 同 項 を

附 則 第 １ ０ 項 と す る 。  

附 則 第 ８ 項 を 第 ９ 項 と し ， 附 則 第 ５ 項 か ら 第 ７ 項 ま で を １ 項 ず

つ 繰 り 下 げ ， 附 則 第 ４ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

 （ 法 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ８ 項 の 条 例 で 定 め る 割 合 ）  

 ５  法 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ８ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は ， ２  

  分 の １ と す る 。  

付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し ， 次 の 各 号 に

掲 げ る 規 定 は ， 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

⑴  第 １ 条 中 市 税 条 例 第 ３ ４ 条 の ６ 第 １ 項 第 ３ 号 イ 及 び 第 ５ ６ 条  

 の 改 正 規 定  令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日  

⑵  第 １ 条 中 市 税 条 例 附 則 第 ４ 条 の ２ を 削 る 改 正 規 定  公 益 信 託  

 に 関 す る 法 律 （ 令 和 ６ 年 法 律 第 ３ ０ 号 ） の 施 行 の 日 の 属 す る 年  

 の 翌 年 の １ 月 １ 日  

 （ 固 定 資 産 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ２ 条  第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 市 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と  

 い う 。 ） 附 則 第 １ ０ 条 の ２ 第 １ ３ 項 の 規 定 は ， 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  

 以 後 に 取 得 さ れ た 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ６ 年 法  

 律 第 ４ 号 ） 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法  

 律 第 ２ ２ ６ 号 。 以 下 「 新 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ５ 項 第  

 ２ 号 に 規 定 す る 設 備 に 対 し て 課 す べ き 令 和 ６ 年 度 以 後 の 年 度 分 の  

 固 定 資 産 税 に つ い て 適 用 す る 。  
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２  新 条 例 附 則 第 １ ０ 条 の ２ 第 ２ ３ 項 の 規 定 は ， 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  

以 後 に 整 備 さ れ た 新 法 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ８ 項 に 規 定 す る 滞 在 快 適  

性 等 向 上 施 設 等 の 用 に 供 す る 固 定 資 産 に 対 し て 課 す べ き 令 和 ６ 年  

度 以 後 の 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い て 適 用 す る 。  

 （ 都 市 計 画 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ３ 条  第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 都 市 計 画 税 に 関 す る 条 例 附 則

第 ５ 項 の 規 定 は ， 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 整 備 さ れ た 新 法 附 則 第

１ ５ 条 第 ３ ８ 項 に 規 定 す る 滞 在 快 適 性 等 向 上 施 設 等 の 用 に 供 す る

固 定 資 産 に 対 し て 課 す べ き 令 和 ６ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 都 市 計 画 税

に つ い て 適 用 す る 。  
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